
※適応外となる一例は 
　　　　貸渡契約条件の頁をご参照下さい 

※上記金額までがお客様の負担となります 

※適応外となる一例は貸渡契約条件の頁をご参照下さい 

※2ﾄﾝﾛﾝｸﾞｱﾙﾐﾊﾞﾝは箱部分のみが適応外（20万円まで自己負担） 

（詳しくは貸渡契約条件の頁をご覧下さい） 

万一借受けたレンタカーで事故を起され、その車両の修理が必要となった場合は、 
修理期間中の休業補償の一部として、下記の金額を損傷の程度や修理期間、また免責補償制度 
加入の有無に係わり無く申し受けます。 

※相手（人や車）のいない自損事故の場合でも同様です 
※駐車中の間などに第三者より付けられた原因不明のキズ・ヘコミ等も同様となります 
※タバコ焦げやペットによる毛・汚物・生魚等積載による異臭がついた場合も対象となります 


